
　

行
政
相
談
と
は
、
国
や
県
、
市
町
村
な

ど
の
仕
事
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
か
ら
苦
情

や
意
見
・
要
望
な
ど
を
お
聞
き
し
て
、
そ

の
解
決
を
図
る
制
度
で
す
。

　

田
原
市
で
は
、「
行
政
相
談
所
の
開
設
」

「
心
配
ご
と
相
談
」
を
同
時
に
実
施
し
ま

す
。
年
金
・
保
険
・
税
金
・
登
記
・
環
境

衛
生
・
消
費
者
保
護
・
交
通
安
全
・
道
路
・

窓
口
サ
ー
ビ
ス
な
ど
に
つ
い
て
、
苦
情
や

意
見
・
要
望
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
で
、
秘

密
は
厳
守
し
ま
す
。

【
相
談
日
時
・
場
所
】

・
10
月
４
日
（
水
）
午
後
１
時
〜
４
時
・

田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
10
月
17
日
（
火
）
午
後
１
時
30
分
〜
４

時
・
あ
つ
み
ラ
イ
フ
ラ
ン
ド

・
10
月
26
日
（
木
）
午
後
１
時
〜
４
時
・

赤
羽
根
福
祉
セ
ン
タ
ー

【
行
政
相
談
委
員
】

・
松
井
直
さ
ん
（
神
戸
町
）

・
中
村
都
祁
子
さ
ん
（
赤
羽
根
町
）

・
井
本
親
吾
さ
ん
（
伊
川
津
町
）

▼
福
祉
課
（
田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

5
23
局
３
５
１
２　

23
局
３
５
４
５

▼
田
原
市
社
会
福
祉
協
議
会

5
23
局
０
６
１
０　

23
局
３
９
７
０

　

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、
高
熱
、
関
節
痛

な
ど
全
身
の
症
状
が
普
通
の
風
邪
よ
り
強

く
、
気
管
支
炎
や
肺
炎
、
さ
ら
に
は
脳
炎

や
心
不
全
を
起
こ
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

流
行
前
に
予
防
接
種
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

▼
対
象
＝
①
65
歳
以
上
（
昭
和
16
年
12
月

31
日
以
前
に
生
れ
た
方
）
で
接
種
を
希
望

す
る
方
②
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、心
臓
・

じ
ん
臓
・
呼
吸
器
・
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ

ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能
な
ど
に
障
害
を

有
し
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方　

▼
実

施
期
間
＝
通
知
が
届
い
た
日
（
10
月
下
旬

予
定
）
か
ら
平
成
19
年
１
月
31
日
ま
で

▼
場
所
＝
指
定
市
内
医
療
機
関

▼
健
康
課
（
田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

5
23
局
３
５
１
５　

23
局
３
８
１
０

▼
健
康
課
（
あ
つ
み
ラ
イ
フ
ラ
ン
ド
）

5
33
局
０
３
８
６　

33
局
０
３
１
９

　

自
宅
の
道
路
沿
い
に
、
樹
木
の
高
さ
が

90
㎝
以
上
の
生
垣
を
新
設
さ
れ
る
方
を
対

象
に
補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

▼
補
助
額
＝
生
垣
設
置
に
要
し
た
経
費
の

２
分
の
１
の
額
／
た
だ
し
上
限
は
５
万
円

▼
申
請
方
法
＝
市
役
所
公
園
緑
地
課
・
赤

羽
根
支
所
・
渥
美
支
所
に
あ
る
申
込
用
紙

に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
提
出

▼
公
園
緑
地
課

5
23
局
４
１
０
３　

23
局
０
１
８
０

　

公
共
下
水
道
や
農
業
集
落
排
水
に
接
続

す
る
場
合
は
、
必
ず
田
原
市
排
水
設
備
指

定
工
事
店
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

新
規
追
加
指
定
工
事
店

・ 

東
和
設
備
工
事
㈱

5（
０
５
３
２
）54
局
５
６
４
３

▼
下
水
道
課
（
田
原
市
水
道
事
務
所
内
）

5
23
局
３
５
２
５　

22
局
３
１
８
４

▼
下
水
道
課
（
渥
美
支
所
内
）

5
33
局
１
１
１
３　

32
局
２
５
０
６

　

土
地
は
所
有
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な

く
、
有
効
に
利
用
し
て
は
じ
め
て
価
値
の

あ
る
も
の
に
な
り
ま
す
。
利
用
さ
れ
な
い

土
地
は
、
周
辺
の
状
況
を
考
え
な
が
ら
適

切
な
利
用
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
大
切
で

す
。
10
月
は
土
地
月
間
で
す
。
豊
か
で
住

み
良
い
地
域
を
築
い
て
い
く
た
め
、
こ
の

機
会
に
土
地
の
有
効
利
用
に
つ
い
て
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

▼
企
画
課
5
23
局
３
５
０
７

　

合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置
し
て
い
る
方

は
、
適
正
な
維
持
管
理
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

▼
保
守
点
検
＝
４
か
月
に
１
回
（
処
理

対
象
人
員
が
21
名
以
上
の
も
の
は
３
か
月

に
１
回
）
以
上
の
実
施　

▼
法
定
検
査
＝

浄
化
槽
を
使
い
始
め
て
３
か
月
経
過
し
て

か
ら
５
か
月
以
内
に
行
う
「
設
置
後
等
の

水
質
検
査
」（
７
条
検
査
）
と
、
そ
の
後
、

毎
年
１
回
定
期
的
に
行
う
「
定
期
検
査
」

（
11
条
検
査
）
を
実
施　

▼
清
掃
＝
年
１

回
以
上
の
実
施

▼
環
境
衛
生
課
5
23
局
３
５
４
１

　

豊
川
保
健
所
田
原
支
所
と
田
原
ラ
イ
オ

ン
ズ
ク
ラ
ブ
は
、
田
原
市
民
ま
つ
り
会
場

で
献
血
・
献
腎
、
献
眼
登
録
と
併
行
し
て

骨
髄
バ
ン
ク
登
録
会
を
実
施
し
ま
す
。

▼
対
象
＝
18
歳
か
ら
54
歳
ま
で
の
健
康
な

方　

▼
日
時
＝
10
月
22
日
（
日
）
午
前
10

時
〜
午
後
３
時
（
午
前
11
時
〜
午
後
１
時

を
除
く
）　

▼
場
所
＝
は
な
の
き
広
場
南

側　

▼
申
し
込
み
＝
電
話
に
て

▼
愛
知
県
豊
川
保
健
所
田
原
支
所

5
22
局
１
２
３
８　

22
局
６
３
９
４

高
齢
者

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

生
垣
設
置
奨
励
事
業

秋
の
行
政
相
談
週
間

10
月
16
日（
月
）〜
22
日（
日
）

骨
髄
バ
ン
ク
登
録
会

排
水
設
置
指
定
工
事
店
の

新
規
追
加

10
月
は
浄
化
槽
強
調
月
間

10
月
は
土
地
月
間

〝
地
域
に
貢
献 

社
会
に
貢
献 

土
地
活
用
〞
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